３ 昭和２５年度以降の府税の税率等の推移
（軽油引取税）

	
	軽油引取税

	昭和25年度
	

	昭和26年度
	

	昭和27年度
	

	昭和28年度
	

	昭和29年度
	

	昭和30年度
	

	昭和31年度
	税率
1kl
6,000円（6/1以降）

	昭和32年度
	税率
1ｋl
8,000円（4/11以降）

	昭和33年度
	

	昭和34年度
	税率
1ｋl
10,400円

	昭和35年度
	

	昭和36年度
	税率
1ｋｌ
12,500円（5/1以降）

	昭和37年度
	

	昭和38年度
	

	昭和39年度
	税率
1ｋｌ
15,000円

	昭和40年度
	

	昭和41年度
	

	昭和42年度
	

	昭和43年度
	

	昭和44年度
	

	昭和45年度
	

	昭和46年度
	

	昭和47年度
	

	昭和48年度
	

	昭和49年度
	

	昭和50年度
	

	昭和51年度
	昭和51.4.1～昭和53.3.31の間の引取りに係る税率については、1kl　　19,500円とする。

	昭和52年度
	

	昭和53年度
	税率の特例措置（15,000円/kl→19,500円/kl）の適用期限を昭和55.3.31まで延長する。

	昭和54年度
	昭和54.6.1～昭和58.3.31の間の引取りに係る税率については、１kl　　24,300円とする。

	昭和55年度
	

	昭和56年度
	

	昭和57年度
	

	昭和58年度
	税率の特例措置（15,000円/kl→24,300円/kl）の適用期限を昭和60.3.31まで延長する。

	昭和59年度
	

	昭和60年度
	税率の特例措置（15,000円/kl→24,300円/kl）の適用期限を昭和63.3.31まで延長する。

	昭和61年度
	

	昭和62年度
	

	昭和63年度
	税率の特例措置（15,000円/kl→24,300円/kl）の適用期限を平成5.3.31まで延長する。

	平成元年度
	

	平成2年度
	

	平成3年度
	

	平成4年度
	

	平成5年度
	税率の特例措置（15,000円/kl→24,300円/kl）の適用期限を平成5.11.30まで延長する。

平成5.12.１～平成10.3.31の間の引取に係る税率については、1kl　　32,100円とする。

	平成6年度
	

	平成7年度
	

	平成8年度
	

	平成9年度
	

	平成10年度
	税率の特例措置の適用期限を平成15.3.31まで延長する。

	平成11年度
	

	平成12年度
	

	平成13年度
	

	平成14年度
	

	平成15年度
	税率の特例措置の適用期限を平成20.3.31まで延長する。

	平成16年度
	

	平成17年度
	

	平成18年度
	

	平成19年度
	

	平成20年度
	税率の特例措置の適用期限を平成30.3.31まで延長する。

	平成21年度
	目的税から普通税に改め、使用制限を廃止（道路特定財源の一般財源化）。

	平成22年度
	①　暫定税率（本則税率15,000円/㎘⇒32,100円/㎘）を廃止した上で、当分の間、現行の税率（32,100円/㎘）を維持

②　指標となるガソリン価格が一定の水準を上回った場合（3か月連続して1リットル当たり160円を超えることとなった場合）に、特例税率（32,100円/㎘）の適用を停止し、本則税率（15,000円/㎘）を適用。その後指標となるガソリン価格が一定の基準を下回った場合（3か月連続して1リットル当たり130円を下回ることとなった場合）には特例税率の適用を再開。

	平成23年度
	指標となるガソリン価格が一定の水準を上回った場合（3か月連続して1リットル当たり160円を超えることとなった場合）に、特例税率（32,100円/㎘）の適用を停止し、本則税率（15,000円/㎘）を適用する規定を停止。

	平成24年度
	

	平成25年度
	

	平成26年度
	

	平成27年度
	課税免除の特例措置の一部を廃止し、適用期限を平成30.3.31まで延長する。

	平成28年度
	

	平成29年度
	

	平成30年度
	課税免除の特例措置の適用期限を令和３.３.31まで延長する。

	令和元年度
	

	令和２年度
	

	令和３年度
	課税免除の特例措置の適用期限を令和６.３.31まで延長する。

	令和４年度
	

	令和５年度
	

	令和６年度
	課税免除の特例措置の適用期限を令和９.３.31まで延長する。


